
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和４年９月２日（金）  ９：０２ ～９：１０ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：岸 田 文 雄 内閣総理大臣 

寺 田 稔 国務大臣（総務大臣） 

 梨 康 弘 国務大臣（法務大臣） 

林 芳 正 国務大臣（外務大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

永 岡 桂 子 国務大臣（文部科学大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（厚生労働大臣） 

野 村 哲 郎 国務大臣（農林水産大臣） 

斉 藤 鉄 夫 国務大臣（国土交通大臣） 

西 村 明 宏 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

浜 田 靖 一 国務大臣（防衛大臣） 

松 野 博 一 国務大臣（内閣官房長官） 

秋 葉 賢 也 国務大臣（復興大臣） 

谷 公 一 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

小 倉 將 信 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

山 際 大志郎 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

岡 田 直 樹 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

欠 席 者：西 村 康 稔 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：木 原 誠 二 内閣官房副長官 

磯 﨑 仁 彦 内閣官房副長官 

栗 生 俊 一 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      ３件 

○国会提出案件    ３件 

○政令        ３件 

○人事        １件 

○報告        ３件 

○配布        ２件 

いずれも、案件表のとおり、決定等となった。 
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議事内容： 

○松野国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 
まず、閣議案件について、木原副長官から御説明申し上げます。 

○木原内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、「教育未来創造会

議の開催」の一部改正について、御決定をお願いいたします。本件は、議長代理の

「教育再生担当大臣」を「教育未来創造担当大臣」に改めるものであります。また、

配布資料として、同会議第１次提言の工程表があります。本件につきましては、後

程、文部科学大臣から、御発言があります。 
次に、「日米地位協定」第２条に基づく、米軍使用施設・区域の共同使用等につい

て、御決定をお願いいたします。今回の案件は、日米共同訓練を実施するため、北

海道の別海矢臼別大演習場の一部を追加提供するもの等、計７件であります。 
次に、信・解任状に認証を仰ぐことについて、御決定をお願いいたします。本件

は、「ガイアナ国」及び「グレナダ国」駐箚特命全権大使の異動に伴い、交付すべき

信任状及び解任状であります。 
次に、令和３年度「予算使用の状況」並びに令和４年度第１・四半期における「予

算使用の状況」及び「国庫の状況」を、財政法に基づき国会及び国民に報告するこ

とについて、御決定をお願いいたします。 
次に、政令３件について、御決定をお願いいたします。「農山漁村活性化法の一部

改正法の施行期日令」は、同改正法の施行期日を本年１０月１日とするものであり、

「同法第５条第１１項の農林漁業振興等施設を定める政令」は、同施設を一定の要

件を満たす農林水産物等の販売施設とするものであり、「同改正法の施行に伴う関

係整備政令」は、農業委員会等に関する法律施行令等の規定の整備等を行うもので

あります。 
次に、人事案件について、申し上げます。清水哲也外１７１名の叙位又は叙勲に

ついて、御決定をお願いいたします。 
次に、国会、裁判所及び会計検査院所管の令和５年度予算概算要求書について、

御報告があります。これらの概算要求書は、財政法に基づき、内閣に送付されたも

のであり、予算決算及び会計令に基づき、財務大臣に回付するものであります。 
○松野国務大臣：次に、文部科学大臣から御発言がございます。 
○永岡国務大臣：今般、教育未来創造会議の「我が国の未来をけん引する大学等と社

会の在り方について（第１次提言）」について、工程表を取りまとめました。関係閣

僚の御尽力に感謝申し上げます。本工程表は、当面の取組、中期的な取組、長期的

な取組に分けて、第１次提言の政策実施プロセスを明らかにするものです。第１次

提言の本工程表に基づく着実な実行に向け、引き続き関係閣僚の御理解・格段の御

協力をお願いします。 

○松野国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。 
引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。 
なお、海外出張された山際大臣及び環境大臣の帰朝報告は、お手元の資料のとお

りです。 
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御発言はございますか。 
無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和４年 

９月２日 

◎ 一 般案 件

   ○ 「教育 未 来創 造 会議 の 開催 に つい て 」の 一 部改 正

に つ い て （決定 ）         （ 内閣 官 房）

〃 ○ 「日 本国 と アメ リ カ合 衆 国と の 間の 相 互協 力 及び

安 全 保 障 条約第 ６ 条に 基 づく 施 設及 び 区域 並 び に

日 本 国 に おける 合 衆国 軍 隊の 地 位に 関 する 協 定 」

第 ２ 条 に 基づく 施 設及 び 区域 の 共同 使 用、 追 加 提

供 及 び 新 規提供 に つい て （決 定 ）   （防 衛 省）

  ☆ ガイアナ国及びグレナダ国駐箚特命全権大使松原 裕

に 交 付 す べき信 任 状及 び 前任 特 命全 権 大使 平 山 達

夫 の 解 任 状につ き 認証 を 仰ぐ こ とに つ いて

（決 定）              （外 務 省）

◎ 国会 提 出案 件

   ☆ 令和３ 年 度に お ける 予 算使 用 の状 況 （令 和 ３年 度

出 納 整 理 期間を 含 む 。） を国 会 及び 国 民に 報 告す

る こ と に ついて （ 決定 ）       （財 務 省）

〃 ☆ 令和４ 年 度第 １ ・四 半 期に お ける 予 算使 用 の状 況

を 国 会 及 び国民 に 報告 す るこ と につ い て（ 決 定）

（ 同 上 ） 

〃 ☆ 令和４ 年 度第 １ ・四 半 期に お ける 国 庫の 状 況を 国

会 及 び 国 民に報 告 する こ とに つ いて （ 決定 ）

（ 同 上 ） 

◎ 政 令 

○ 農 山 漁 村の活 性 化の た めの 定 住等 及 び地 域 間交 流

の 促 進 に 関する 法 律の 一 部を 改 正す る 法律 の 施行

期 日 を 定 める政 令 （決 定 ）    （ 農 林水 産 省）

〃 ○ 農山 漁村 の 活性 化 のた め の定 住 等及 び 地域 間 交流

の 促 進 に 関する 法 律第 ５ 条第 １ １項 の 農林 漁 業振

興 等 施 設 を定め る 政令 （ 決定 ）     （ 同 上）

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り

資 料
な し

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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 ○ 農 山漁 村の 活 性化 の ため の 定住 等 及び 地 域間 交 流  

の 促 進 に 関する 法 律の 一 部を 改 正す る 法律 の 施行  

に 伴 う 関 係政令 の 整備 に 関す る 政令 （ 決定 ） 

（ 農 林 水産 省） 

 

         ◎ 人  事 

   ☆ 旭川医 科 大学 名 誉教 授 清水 哲 也外 １ ７１ 名 の叙 位  

又 は 叙 勲 につい て （決 定 ） 

 

          ◎ 報  告 

1. 国 会 所 管令 和 ５年 度 概算 要 求書 

☆  1. 裁 判 所所 管 令和 ５ 年度 概 算要 求 書 

1. 会 計 検 査院 所 管令 和 ５年 度 概算 要 求書 

に つ い て             （内 閣 官房 ） 

 

     ◎配  布 

   ☆ 教育未 来 創造 会 議の 「 我が 国 の未 来 をけ ん 引す る  

大 学 等 と 社会の 在 り方 に つい て （第 一 次提 言 ）」  

工 程 表              （ 内閣 官 房） 

   ☆ 令和３ 年 度一 般 会計 歳 入歳 出 決算 等 外３ 件 を会 計    

    検査院 に 送付 す るこ と につ い て    （ 財 務省 ） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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